
長野県中学生期のスポーツ活動指針の改定（案）について[概要] 

 改定の背景及び主旨                                   H31.2.5 スポーツ課 
 

 本県の中学生期の運動・スポーツを巡る現状  

 新 教育等に関わる課題が複雑化・多様化し、学校や教員だけでは解決できない課題が増えている。 

 新 少子化の進展により、従前と同様の運営体制では部活動の維持が難しく、存続の危機に直面している学校もある。 

 ○ 運動する子としない子の二極化が進み、特に女子の運動時間が少ない。多様なニーズへの対応が必要。 

 ○ 「運動部活動の延長として行われている社会体育活動」は責任の所在が曖昧であるなどの課題がある。 

スポーツ庁からの要請（運動部活動の方針の策定等）  

 
 目指すところ  

「スチューデント・ファースト」の理念に基づき、生徒にとって望ましいスポーツ環境を構築するという観点

に立って、平成 26年２月に策定した「長野県中学生期のスポーツ活動指針」を見直し、運動部活動の指導の工夫

改善や、持続可能な運営体制の整備等を進めることにより、生徒の健やかな成長と豊かなスポーツライフ実現へ

と結びつけていく。 
 
 改定案の主な概要  

《運動部の活動基準（適切な休養日等の設定）》 

 
《県教育委員会の役割》 

新 少子化や生徒の多様なニーズ等に対応するスポーツ活動の在り方を検討し、市町村教育委員会等を支援。 

新 生徒の健康管理、事故防止、体罰及びハラスメントの根絶等、適切な指導の実現に向けた研修等の充実。 

新 県中体連等と連携し、学校単位で参加する大会の見直しを検討。 
 
《市町村教育委員会の役割（運動部活動の方針の策定及び適切な休養日の設定等以外の主なもの）》 

新 複数校による合同部活動等、生徒のニーズを踏まえたスポーツ環境の整備。 

新 部活動指導員の積極的な配置及び任用前、任用後の定期における研修等の指導・運営に係る体制の構築。 

○ 各中学校区にスポーツ活動運営委員会を設置。 
 
《校長の役割（運動部活動の方針の策定及び適切な休養日の設定等以外の主なもの）》 

新 生徒の多様なニーズや学校の実情に応じた活動を行うことができるよう検討。 

新 教育上の意義及び生徒や顧問の負担を考慮し、参加する大会等を精査。 

○ 適正な数の運動部を設置。 

 

「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」（H30.3.19策定 スポーツ庁） 

県教育委員会 ・ガイドラインに則り、「運動部活動の在り方に関する方針」を策定すること。 

市町村教育委員会 ・県の方針を参考に「設置する学校に係る運動部活動の方針」を策定すること。 

校 長 
・市町村の方針に則り、毎年度、「学校の運動部活動に係る活動方針」を策定すること。 

・活動方針をホームページへの掲載等により公表すること。 

運 動 部 顧 問 ・年間計画、毎月の活動計画及び活動実績を校長に提出すること。 

 改訂案 現行指針 

休養

日の

設定 

○学期中は、週当たり２日以上の休養日を設ける。 

（平日は少なくとも１日、土曜日及び日曜日（以下「週末」という）は少

なくとも１日以上を休養日とする。週末に大会参加等で活動した場合は、

休養日をできるだけ他の週末に振り替え、週末の活動が常態化しないよ

う配慮する。） 

○長期休業中は、休業期間の半分以上の休養日を設定する。特に、生徒が

十分な休養を取ることができるとともに、運動部活動以外にも多様な活

動を行うことができるよう、できるだけ平日に行うよう配慮するととも

に、ある程度長期の休養期間（オフシーズン）を設ける。 

① 疲労の蓄積を抑えて練習

の効果を高めるため、平日に

１日、土日に１日の休養日を

設定する。 

② 練習試合や大会への参加

等により、土日の両日、活動

する場合は、休養日を他の曜

日で確保する。 

 

活動
時間 

○１日の活動時間は、長くとも平日では２時間程度、学校の休業日（学期

中の週末を含む）は、長くとも３時間程度とする。 

なお、大会への参加等により、基準とする 1 日の活動時間を上回る場合

には、他の日の活動時間を調整するなど、生徒の負担とならないよう配

慮する。 

③ 平日の総活動時間は、２時

間程度までとし、長くても３

時間以内にする。 

④ 休日の練習は、午前、午後

にわたらないようにする。 

朝 
部活 

○放課後の活動時間の確保を基本とし、朝の運動部活動は、原則として行

わない。 

○放課後の活動時間の確保に

努め、朝の運動部活動は、原

則として行わない。 
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